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英 国南西部、Exe川 流域 におけ る水利用形態

「AbstractionLicenceReport」 の 分 析 を 中 心 に

吉 越 昭 久*

SeveralTypesofWaterUseintheExeBasin,SouthWestEngland
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1。 は じめ に

水利 用の形 態 は,そ の 国や 地域 に おけ る水 の 賦 存 量,経 済 の 発 展 段 階,あ る い は 文化 的 ・

歴 史 的 条 件 な どを 反 映 して い る と考 え られ,そ れ を研 究 す る こと は,比 較 水 文誌 的 な観 点

か らみ て,極 め て 興 味 が あ る.し か し,諸 外 国 に お いて,日 本 と同 じ レベ ルで その 研 究 を

お こな うこ とは,資 料 の 有 無 お よ び精 粗 に左 右 され た り,法 律 上 の 制 約 もあ って,容 易 な

ことで は な い.

筆 者 は最 近,英 国 に お け る水 利 用 形 態 を 明 らか にす る上 で 非 常 に貴 重 で,し か も通 常 入

手 が 困 難 な資 料 を 得 る ことが で き た.そ れ は,英 国 に お け る水 の 総 合 的 な管 理 を お こな う

組 織 で あ るWaterAuthority(水 機 関)が 作 成 し て い る 「AbstractionLicenceRe-

port」(水 利 用 許 可 届 け)で あ る.

そ こで 本 稿 で は,こ の 資 料 を時 空 間 的 に分 析 す る こと に よ って,英 国 の一 つ の流 域 に お

け る水 利 用 形 態 の 特 徴 を 明 らか に して み た い.こ の結 果 は,恐 ら く英 国 の 水 利用 形 態 を 日

本 の そ れ と比 較 す る上 で,基 礎 的 な 資料 を提 供 す る こと に な る に ち が い な い と考 え る.

筆者 は,1985年 ～1986年 に か けて の 英 国 滞 在 中 に,多 くの 文 献 に接 した が,未 だ この種

の 文 献 も,「AbstractionLicenceReport」 に 関 す る 文 献 も管 見 して い な い.日 本 で も,

英 国 全体 の水 管 理 や 水 制 度 に関 す る研 究 は,若 干 み られ る がD,具 体 的 な流 域 を対 象 と し

た か か る 内容 の研 究 は,未 だ お こな われ て い な い.

II.流 域の概観

Exe川 流 域 は,図1・ 図2の よ うに,英 国 南 西 部,Cornwal1半 島 に 位 置 す る.行 政

的 に は,大 部 分 がDevon州 に属 す る が,一 部 はSomerset州 に も か か る.Exe川

の 幹線 流路 延長 は98km,流 域 面 積 は約1,462k㎡ で あ る.Exe川 は,流 域 の 北 部,Exmoor

に 源 を発 し,Culm川 ・Creedy川 ・Clyst川 な ど を 合 流 しな が らs下 流 部 に エ ス チ ュ

ァ リー を形 成 し,EnglishChanne1(イ ギ リス海 峡)に 注 ぐ.

地 質 と して は,二 畳 紀 の 泥灰 土 や砂 岩,お よ び石 炭 紀 の ナ ム リア ンが 広 く分布 し,北 部

*地 理学研究室(昭 和62年9月30日 受理)
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対象流域の位置

図2Exe川 流域

に は デ ボ ン紀 の モ ー ト粘板 岩 な ど もみ られ る.地 形 的 に は,小 起 伏 の ゆ る くうね る丘 陵 地

が続 く.ま た,流 域 内 に は,数 段 の準 平 原 化 した 平 坦 面 が あ り,そ こを 開 析 す る谷 は か な

り深 い.流 域 内 に は,こ の よ うな周 氷 河 地 形 が各 所 に 認 め られ る.低 平 地 は,Exeエ ス

チ ュア リー 周 辺 と,三 川 合 流 地 点 を中 心 と した盆 地部 分 に 限 られ る.

流域 の 降 水 量 は,平 年 値 で1,035mと な る.季 節 的 に は,秋 か ら冬 に か け て 多 く,10月
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か ら1月 の4ケ 月間 に,年 降 水量 の44%が もた ら され る.地 域 的 に み る と,流 域 の北 部 ・

西部 な ど,標 高 が高 い と ころ に 多 く降 り,年 降 水 量 が1,600mmを 超 え る と こ ろ もあ る.ま

た,他 の気 候 の特 徴 と して は,偏 西風 の影 響 を受 けて,強 い 西風 が 吹 く こ と,気 温 の年 較

差 が小 さい こ と,冬 季 の 日照 時間 が短 か い こと な どが あ げ られ る.

土 地 利 用 を み る と,流 域 内 の ほ とん ど が 羊 や 牛 の 放 牧 地 お よ び 牧 草 地,な い しは 畑 地

で,林 地 は非 常 に少 な い.森 林 は わ ず か に,耕 地 を と りま くHedge(ヘ ッ ジ)と 呼 ば れ

る垣根 と して か,あ る い は パ ッチ状 に 分布 す る に す ぎ な い.流 域 内 で は,人 口約10万 人 の

Exeter21を 最 大 の 都 市 と し,他 に 南 部 にExmouth,北 部 にTiverton,東 部 に

Cullompton,西 部 にCreditonな どが,都 市 的 景 観 を と どめ て い る程 度 で あ る.こ の

よ うな 都 市 的土 地 利 用 の 面 積 は,全 域 の0.3%程 度 で あ ってExe川 流 域 は,英 国 に お け

る典 型 的 なRuralBasinと い え る.

なお,Exe川 流 域 で は,D.E.Wallingを は じめ とす る,い わ ゆ るExeterグ ル ー

プ に よ って,長 い 期 間 の 水 文学 的 研 究3)・ 資 料 の 蓄 積 が あ り,英 国 の 中 で も,最 も密 度 の

高 い研 究 が お こ なわ れ て い る流 域 と して 知 られ て い る.

皿.「AbstractionLicenceReport」 の 法 律 的 背 景 と そ の 内 容

「AbstractionLicenceReport」 の 内 容 に っ い て 述 べ る前 に,そ れ が 作 成 さ れ る に

至 った法 律 的 な背 景 を,若 干説 明 して お く必 要 が あ ろ う.

図3は,英 国 に お け る水 管 理 制 度 にっ いて の 歴 史 的 な流 れを 示 す 図 で あ る.こ れ まで,

水 管 理 制 度 に は,三 つ の 系 統 が あ って,そ れ ぞれ 別 の 法 律 に もとつ く組 織 が,そ の 系統 に

関 す る管理 を お こな って きた.ま ず,水 供 給 の 系 統 で は,法 定 水 道 事 業 者 は,水 道 約 款 法 ・

公衆 衛 生 法 ・水 法 な ど に もとづ き,主 に上 水 道 用 水 を供 給 す る業 務 を お こな って き た.二

っ め の 系統 は,FenLandと 呼 ば れ る よ う な沼 沢 地 の 排 水 や,河 川 の 洪 水 防 禦 を お こ な

う もの で あ った.こ れ を担 当 した組 織 は,図3に も示 した よ うに法 律 の変 更 に伴 って,流

域 局 か ら河 川 局,河 川機 関,水 機 関 へ と め ま ぐる し く改組 されて き た.三 つ め の 系 統 は,

1水 供 給
内水排除と洪水防禦 ド水処理と水質汚濁防IL

水道 約款法1847、1863

公衆 衛生法1875

公衆衛生 法1936

i
水法1945

河川水質汚濁防止法1876

治水 法1961

水 資源法1963

図3水 管理制度の変化

1951-61

汚濁統 制法1974

E.Porter(1978
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下 水処 理 と水 質 汚 濁 防 止 を お こな う もの で あ って,河 川 水 質 汚 濁 防 止 法 を根 拠 と して ,地

方 衛 生 機 関 が その 業 務 を 担 当 して きた.こ の よ う に,水 管 理 にっ いて は ,多 くの 組 織 が そ

れ ぞれ 独 立 した 形 で お こな って きた の で あ る.

と ころが,1973年 に制 定 され た 水 法 によ って,水 の 管 理 にか か わ る ほ とん どす べ て の 権

限 が,水 機 関 に 集 中 さ れ る こ と と な っ た.こ う して,現 在 で はEnglandとWales4)

に,10の 水 機 関 が,か か る業 務 を お こな って い る .な お付 言 す るな らば,現 在,水 機 関 の

民営 化の検 討 が お こな われ て お り,水 管 理 制 度 に さ らに大 き な変 化 が お こ ろ うと して い る.

この よ う な,水 管 理 制 度 の 歴 史 的 な 流 れ の 中 で ,「AbstractionLicenceReport」

は,1963年 の水 資源 法 に依 拠 して,作 成 さ れ る よ うに な った ので あ る .水 資源 法 は,表 流

水 と地 下 水 の 保 護 と,適 切 な水 利 用 を 確 立 させ る 目 的 を も って つ く られ た法 律 で あ って ,

そ の背 景 に は,増 大 しっ っ あ った水 需 要 に対 処 しな けれ ば な らな い ,と い うか な り切 実 な

必 要 性が あ った ・ この法律 によ って つ く られ た組 織 は二 つ あ った.ま ず 一 っ め は,England

とWalesに 設 置 され た29の 河 川 機 関 で あ った.こ の 数 は ,前 の 組 織 で あ る河 川 局(32

局)と さ ほ ど変 らな か った た め,水 管 理 の 広 域 化 は実 現 しなか った が,実 質 的 な管 理 組 織

と して は,充 分 にその 役割 を果 た した.こ の 河 川 機 関 は ,水 資 源 の 開 発 ・管 理,取 水 許 可 ・

排 水 許 可 に か か わ る業務 を お こな った.水 資 源 法 に よ って 設 置 され た 他 の 一 つ の 組 織 は ,

水 資 源 局 で あ った.こ れ は,中 央 に 置 か れ た 諮 問 機 関 的 な 性 格 を もつ研 究 組 織 で ,資 料 の

収 集 や,オ ペ レー シ ョンズ ・ リサ ーチ な ど が,そ の 主 な 業 務 で あ った.そ の 後 ,水 資 源 法

は,1968年 ・1971年 ・1980年 な ど に多 少 の改 正 と付 加 が お こな わ れ,現 在 で も水 の 管理 に

か か わ る有 力 な 法律 の 一 っ と な って い る.

さて,水 資源 法 の 成 立 以 前 は, -L水 道 供 給 な ど の た め の 公 的 な取 水 や,電 気 ・ガ ス ・石

炭 な ど の エ ネ ル ギ ー産 業 や,内 陸 水 運(運 河)な ど に対 し,取 水 許 可 が 与 え られて い た .

しか しそれ 以 外 の 個 人 的 な取 水 につ いて の 法 律 は な く,慣 習的 な取 水 や ,河 岸 の土 地 を 所

有 す る者 が 取 水 の 権 利 を もっ こ とが で き る,と い っ た考 え方 に も とつ く取 水 が お こ な われ

て い た.こ の よ うな 状 態 で は,充 分 な 水 資 源 の 管 理 は お こ なえ な いた め ,1963年 の 水 資 源

法 を もって,取 水 を許 可 制 に し,適 正 な利 用 と 認 め られ る もの に っ いて5) ,そ れ を 許 可 し,

当 初 の 目的 を達 成 しよ う と した.水 資 源 法 は,1965年4月1日 か ら その 効 力 を も っ た.

申 請 者 は,所 定 の 用紙 に必 要 事 項(取 水量 ・取 水 期 間 な ど)を 記 入 し,取 水 地 点 が 判 明

す る地 図 を そ えて 河 川 機 関(1973年 以 降 は 水機 関)に 願 い 出 た.取 水 許 可 が 認 め られ る際

に は,水 管 理 料 金 が 徴 収 され る.そ の 料 金 は,表 流 水6)・ 地 下 水 な どの 水 源 ご とに ,あ る

い は 水質 の 良 否 や ,水 利 用 の 種 類,取 水 期 間 な ど に よ って異 な って い る が,さ ほ ど高 額 で

は な い.ま た,こ の 許 可 の 廃 止 と変 更 は,比 較 的 容 易 に お こな う こと がで き ,そ の実 例 は

多 くあ る.

この よ う な許 可 制 度 か ら除 外 され た 取 水 が あ る.そ れ は ,自 分 の 土 地 に お いて 家 庭 用 に

お こな う取 水,農 地 に接 した河 川 か ら一 時 的 な農 作 業 の た め の取 水7) ,排 水 の た め の 取 水,

消 火 の た め の 取 水,内 陸 水 運(運 河)を 維 持 す るた め の 取 水 な どで あ る.

「AbstractionLicenceReport」 は,以 上 の よ うな 経 緯 で 作 成 さ れ た が ,前 述 の よ

うに,そ の管 理 と許 可 に 関す る業務 は,組 織 の 改 組 に 伴 って,河 川 機 関 か ら水 機 関 に ひ き

つ が れ た.現 在,こ の 資料 は ,水 機 関 の コ ン ピ ュ ー タに イ ンプ ッ トされ て お り,筆 者 は そ

れ を プ リン トア ウ トした状 態 の もの を 入手 した.し か し,許 可 に 関す る 内 容 は ,プ ラ ィバ

シ ーの保 護 にか か わ る ことで あ る た め に ,そ の 全 て を 入手 で き た わ けで は な い.入 手 で き

な か った部 分 は,許 可 を受 け た者 の 住 所 と氏 名 な どで あ る が,水 利 用 形 態 を と らえ る に あ
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た って,大 きな不都 合 は なか った.と い うの は,住 所 な い しは取 水 地 点 は,NGR(ナ シ ョ

ナ ル ・グ リッ ド)と 呼 ば れ る 二 文字 の ア ル フ ァベ ッ トと,六 桁 の数 字 に よ って か な りの精

度8)で 特 定 す る こ とがで き る た めで あ る.ま た,現 在 の段 階 に お いて,許 可 を 受 けた 者の

氏 名 まで を特 に知 る必 要 が な い た めで もあ る.

「AbstractionLicenceReport」 に 記 載 さ れ て い る 内 容 は,水 利 用 の 種 類,NGR,

流 域(サ ブ流 域),水 源 の 別,許 可 を 受 け た年 月 日,許 可 取 水 量(日 量 ・年 量),許 可 期

間(○ 月 ○ 日～ △ 月 △ 日),地 質,深 度(井 戸 の 場 合),そ の 他 で あ る.な お,入 手 した

資 料 は,1965年 か ら1985年 末 ま で の もの で あ る.

IV.Exe川 流域における水利用形態の諸特徴

(1)水 利 用 の種 類

「AbstractionLicenceReport」 に 示 さ れ たExe川 流 域 に お け る 水 利 用 の 種 類

は,農 業 用 水 ・散 水 灌 概 用 水 ・発 電 用 水 ・上 水 道 用 水 ・工 業 用 水 の 五 種 類 で あ るが,流 域

に よ って は,そ の 他 の 種 類 が 加 わ る場 合 もあ る.

水 利 用 の 種 類 別 に許 可 件 数 を み る と,表1に 示 した よ うに,農 業 用 水 が 最 も多 く,全 体

の 件 数 の80%以 上 を 占め る.次 に多 いの が 上 水 道 用 水 で あ るが,そ の 構 成 比 は9.9%と,

農 業 用 水 に遠 く及 ば な い.し か し総 許 可 取 水 量 で み る と,工 業 用 水 が 最 も多 く,全 体 の70

表1.水 利用の種類別許 可件数

水利用の種類項目 農 業 用 水 散水 瀦概用水 発 電 用 水 上 水 道 用 水 工 業 用 水 1計

表 流水 ・地下水の 別 表流水 地 下 水 表流水 地 下 水 表流水 地下 水 表流水 地F水 表流水 地 下 水 i鰍 水 地下水

件 数 14 1,425 65 33 7 19 25 152 26 ai ]37 1,650

1件あたりの年
間許可取水畳(m) 31,391 2,142 7,729 7,972 7,662,416 284,401 3,045,986 887 13,658,205 52,028 3,546,290 .1

00を超え,上 水道用水の16°o,発 電用水

の12%が これに次 ぐ.農 業用水は,許 可

件数が多いにもかかわらず,総 許可取水

量は少なく,全 体量の0.7%し か許可 さ

れていない.し たがって,一 件あたりの

許可取水量をとってみても,工 業用水が

最 も多 く,発 電用水,上 水道用水がこれ

に次ぐ結果となる.以 上の関係を端的に

示 したのが図4で,一 件あたりの農業用

水の許可取水量が少ないこと,あ るいは

工業用水のそれが多いことが,明 確に示

されている.

次に水利用の種類を水源別にみると,

図4

散

水
灌
族

[

用
水

散水灌概用水

農業用水

許可件数では,表 流水が全体の7.7°oしかないのに対 し,総 許可取水量は非常 に多 く

00を 占める.し たがって,一 件あたりの許可取水量は,表 流水が地下水の588倍 もの値を

示す.両 者の関係は,上 水道用水の場合に最 も著 しいちがい(表 流水が地下水の3,434倍)

があるが,逆 に散水灌概用水では,地 下水の許可取水量が多いという事実も認め られる.

今度は,井 戸の深度(地 表面から地下水面までの深さ)に 関する資料を用いて,水 源を

地下水によっている水利用を検討してみた.た だ し,こ こで対象に したのは,浅 井戸と深

Z業 用 水

内側:許 可件数

外側:総 許可取水量

水利用の種 類別にみた許可件数,

総許可取水量の構 成比

98
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井戸の場合だけであって,そ の他の取水方法については深度が示 されていないので,検 討

からはず した.表2・ 表3は,深 度が表示されている井戸にっいて,深 度のランク別に,

水利用の種類ごとに,許 可件数 ・一件あたりの許可取水量を示 した表である.浅 井戸とは,

表2井 戸(浅 井戸)の 深度別 ・水利 用の種類 別許 可件数

深度(m)項目 0な いし 不明 1～25m

水 利 用 の 種 類 農業用水
1散水

灌概用水
発電用水 上煽 水 工業用水 農業用水 散水灌概用水 発電用水 上繍 水 工業用水

件 数 88 1 0 6 0 416 3 0 17 4

1織 泉欝 ・,. 90.90910 259i 0 1,282 1,161 0、 272 12,546

深度(m)項目 26--50m 50m以 深

水 利 用 の 種 類 農業用水 散水雇概用水 発電用水 上下硝水 工業用水 農業用水 散水灌概用水 発電用水 上欄 水 工業用水

件 数 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1嫡叢泉釜舗 2,572 0
「 _L___

0 0 0 01
0 0

-___L____一____一 ⊥____

0

深度(m)項目

0

計

水 利 用 の 種 類 農業用水
散水
灌概用水 発電用水 上水甫水 工業用水

件 数 506 4 0 23 4
-

'鯖叢泉雀舗
1,386 23,598 0 269 12,546

表3.井 戸(深 井戸)の 深度別 ・水利用の種類別許可件数

深度(m)項目 0な いし 不明 1～25m

水利 用 の 種 類 農業角水 散水渚
概用水 発電用水 上水道用水 工業用水 農業用水 散水灌置用水 発電用水

上水道
用水 工業用水

件 数 18 1 4 8 i 18 0 1 1 1

1件あたりの年間
許可取水量(㎡)

5,444

.一

10,274 573,278 325 830 2,389 0
ユ

7Q2,357 580 .:

深度(m)項目
一 一

26～50m 50m以 深

水 利 用 の 種 類 農業用水 散水渚
概用水 発電用水 上水道

用水 工業用水 農業用水 散水灌慨用水 発電用水 上水道
用水 工業剛水

件 数 52 4 0 10 5 18 z 1 5 9

1件あたりの年間
許可取水量(品)

4,463 .. 0 535 59,629 5,663 5,689 !1 954 ...1.

深度(m)項目 計

水 利 用 の 種 類 農業用水 散水
灌既用水 発電用水 上水道用水

一

工業用水

件 数 106 12 6 24 16

1職 泉翻1 ,; '1 500.6281554 65,129

不圧地下水を汲みあげる井戸で,そ の深度は大部分が25mよ り浅い.そ れに対 し,深 井戸

とは,被 圧地下水を汲みあげる井戸で,深 度の ランクとしては,25～50mの ものが最 も多

く,50m以 深の井戸 も40本を数える.ま た,一 本あたりの許可取水量 も,井 戸の深度が大

きくなるにっれて増加する傾向にある.さ らに,浅 井戸と深井戸の総許可取水量を比較 し

てみると,深 井戸は浅井戸の五倍以上 もの量になる.一 件あた りの許可取水量にっいてみ

れば,深 井戸を使用 した工業用水の汲みあげ量 が,発 電用水と共に,極 めて多いことがわ

かる.

(2)空 間的特徴

図2の 中の▲印は,Creedy川 ・Exe川 ・Culm川 それぞれの主要流量観測地点であ

り,そ の地点を基準に定めたサブ流域を細かな破線で示 した.こ の三流域およびそれより

下流の流域(表4の その他に相当)を 含あた ものがExe川 流域で,図2の 大きな破線

表4.流 域別許可件数

項 流域 Creedy川 Exe川 上 流 Culm川 そ の 他 計

表流水 ・地下 水の別 表 流 水 地 下 水 表 流 水 地 下 水 表 流 水 地 下 水 表 流 水 地 下 水 表 流 水 地 下 水

件 数 6 167 36 742 23 312 72 429 137 1,650

1燦 灘 取水量(j
m) 513,235 26,467 4,925,152 2,709 1,624,487 9,926 3,729,301 1.. 3,546,290 ・!
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で 囲 わ れ た全 域 で あ る.

各 サ ブ 流 域 の 面 積 は,

Creedy川 流 域(261.6

k㎡),Exe川 上 流 域

(600.9k㎡),Culm川

流 域(226.1k㎡),そ の

他(373.4k㎡)と な る.

Exe川 流 域 を,こ の よ

うな 四 っ の サ ブ流 域 に 分

けた 主 な理 由は,現 在 進

め て い る この 各 サ ブ流 域

を 対 象 に した 水 収 支 持 性

と,こ の 水 利 用 形 態 との

比 較 を,今 後 お こな い た

い た め で あ る.

各 サ ブ流 域 に お け る許

可 件 数 を み る と,Exe

川 一と流 域 が 全 体 の43.5%

を 占め,そ こに 最 も多 く

集 中 し,Creedy川 流 域

が9.70aと 最 も少 な い.

また,流 域 面 積1k㎡ あ た

りの 許 可件 数 を 求 め て み

る と,Culm川 流 域 が 最

大 で1.5件 と な り,こ の

値 はCreedy川 流 域 の

二 倍 を 超 え る.ま た,水

源 別 に み れ ば,一 ・件 あ た

りの 許 可取 水 量 は,表 流

水 で はExe川 上 流 域

が,地 下 水 で はCreedy

川 流 域 が,そ れ ぞ れ最 大

の値 を 示す.

と ころ で,水 利 用 の種

類 ご とに,許 可 取 水地 点

を ドッ トし,作 成 した の

が 図5～ 図9で,水 源 別

に 分 けて 表 示 した.農 業

用 水 の取 水 地 点(図5)

は非 常 に多 く,流 域 内 に

密 に 分布 して い る ことが

わ か る.中 で も,Culm

奈 良 大 学 紀 要 第16号

(

図5農 業用水の許可取水地点

図6散 水灌概用水の許可取水地点
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川 流 域 の 上 流 部,Exe

川 上 流 域 の 下 流 部 な ど,

特 に密 集 して い る部 分 が

あ る.こ れ に 対 し,Exe

川 の 最 上 流 部 ・Exmoor

や,Creedy川 流 域 の 北

部,三 川 合 流 地 点 の 下

流 部 な ど に,そ の 分 布 状

態 に 疎 な 部 分 が 存 在 す

る.Exmoorの 場 合 は,

土 地 条 件 が 悪 く,農 業

が さ ほ ど お こなわ れ て い

な い た めで あ る し,三 川

合流 地 点 の 下 流 部 に は,

Exeterと い う都 市 が あ

る た めで あ る.し か しな

が ら,Creedy川 流 域 の

北 部 の場 合 は,土 地 利 用

な ど か ら考 えて も,そ の

理 由 が判 然 と しな い.散

水 灌 概 用 水(図6)の 許

可取 水 地 点 は,Culm川

流域 お よ び最 下 流 部 の そ

の 他 の 流 域 に 多 く 分 布

し,特 にCulm川 流 域

の 中 央 部,Exe川 と

Culm川 の 合 流 点 付 近,

Clyst川 周 辺 お よ び,

Exeエ ス チ ュ ア リ ー の

西側 な どに集 中 して い る

こ とが わ か る.発 電 用 水

(図7)の 場 合 は,許 可

取 水 地点 が何 地 点 か ず っ

近 接 して い る の が認 め ら

れ る.恐 ら く,そ こか ら

同 一 の 発電 所 に送 水 され

て い る もの と思 わ れ る.

上 水道 用 水(図8)の 許

可 取 水 地点 は,流 域 内 に

比 較 的 均 等 に 分布 して い

るが,配 水 の効 率 を良 く

す るた め に,標 高 が 相対

図7発 電用水の許可取水地点

図8上 水道用水の許可取水地点
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的 に高 い分 水 界 近 くに,

か な りの 数 が 集 ま って い

る.ま た,許 可 取 水 量 の

多 い 表 流 水 に 限 っ て み

れ ば,比 較 的 標 高 の 低

い,Exe川 ・Culm川 ・

Creedy川 な ど,規 模 の

大 きな 河 川 の 下 流 部 に,

か な りの 数 が 分 布 して い

る こ とが 認 め られ る.工

業 用 水 の 許 可 取 水 地 点

(図9)は,大 きな 河 川

沿 いの 標 高 が 低 い と こ ろ

に集 中 して 分 布 す る傾 向

が あ る.特 に,Culm川

沿 い にニ ケ所 の 集 中 地 点

があ るが,そ の 上流 側 は,

Willandと い う町 の 鉄

道 駅 付 近,下 流 側 は高 速

道 路(M5)に 沿 う中 小

の 工場 が集 ま った と ころ 図9工 業用水の許可取 水地点

に あ た る.

次 に,「AbstractionLicenceReport」 に 示 され た 許 可 取 水 地 点 のNGRを も と に,

英 国OrdnanceSurvey作 成 の 五 万 分 の 一 地 形 図(LandrangerSeries)に そ の 位 置 を

記 入 し,そ の 地 点 の 地 形 的 な特 性 を 求 め た.そ う して,そ れ を 五 っ の 地 形 類 型 に分 類 し,

各 水 利 用 の 種 類 ご と に その 件 数,一 件 あ た りの 許 可 取 水 量 を 示 した の が 表5で あ る.た だ

表5取 水地点の地形別 ・水利用の種類別許可件数(地 下水 に限定)

地形項目 河 谷 河 谷 ・河 岸 の 低 地

水 利 用 の 種 類 農業用水 散水
濠概用水 発電用水 上水道用水 工業用水 農業用水

散水
灌概用水

発電用水 上水道
用水 工業用水

件 数 iso 0 7 9 0 137 8 4 is io

'算寄叢羅 闇
1,962 0 330,444 425 0 2,983 16,167 739,867 628 81,872

地形項目 山地 ・丘 陵 地 の 斜 面 準 平 原 化 し た 平 坦 面

水 利 用 の 種 類 農業用水 散水灌概用水 発電用水
上水道

用水 工業用水 農業用水 散水
灌概用水 発電用水 上水道用水 工業用水

件 数 802 12 7 91 9 216 0 1 30 0

'算寄蘇 欝 2,140 5,175 13,579 723 23,538 1,737 0 36,000 i,ao8 0

地形項目 ゆ る く うね った 低 平 地

水 利 用 の 種 類 農業用水 散水
渚滅用水 発電用水 上水道

用水 工業用水

件 数i iio 13 0 6 2

1辞寄叢泉欝i2 ,168
1

5,510 0 3,156 31,003

し,こ れは水源が地下水の場合だけであって,表 流水の場合は,河 谷,河 谷 ・河岸の低地

に限定されて しまうため,地 形にっいては省略 した.表5に よれば,許 可件数は全般的に

みると,山 地 ・丘陵地の斜面に最も多いことがわかる.し か し,水 利用の種類ごとにみる

と,発 電用水は河谷にも,工 業用水は河谷 ・河岸の低地に,散 水灌概用水はゆるくうねっ

た低平地に最大値が出て くる.一一方r許 可取水量をみると,農 業用水 ・散水灌概用水 ・発
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電 用 水 お よ び 工 業 用 水 は,い つ れ も河 谷 ・河 岸 の 低 地 が 最 大 と な り,こ の地 形 の 部 分 は ,

英 国 にお い て もま た,地 下 水 賦 存 量 が 豊 富 で あ る ことが うか が え る.

さ らに,全 地 点 を対 象 に して,許 可 取 水 地 点 を 標 高 の ラ ンク別 に と らえ て み よ う 。Exe

川 流 域 に お け る 最 高 地 点 は,流 域 の 北 部rExmoorのDunkeryBeaconの519mで あ

る が,流 域 内 に標 高 が500mを 超 す 許 可 取 水 地 点 は存 在 しな い .表6に 示 した よ う に,許

可 件 数 が 最 も多 い 標 高 ラ ン クは,100～199mで あ って,200～299mに もそ れ に 近 い 数

の 地 点 が あ る ・ この こと は ,図5～ 図9に も示 した よ うに,各 水 利用 の種 類 ご との 許 可取

表6取 水 地点 の標 高別 ・水利用の種類別,許 可件数

標高(m)項目 0--99m 1・・-199・1

水 利 用 の 種 類 農業用水 散水
灌齪用水 発電用水 上水道

用水
r.業用水 農業用水 散水

灌厩用水 発電用水 上水道
用水 丁業用水

1

件 数 365 81 9 33 34 522 15 1 65 12

1騎蘇貧舗
2,499 8,316 493,474 1,630;661 10,450,575 .. 6,061 340,950 344,464 73,835

標高(m)項目 11 300^-399m

水 利 用 の 種 類 農業用水 散水
直概用水

発電用水 上水道
用水

工業用水 農業用水
散水
灌概用水 発電用水 上水道用水 工業用水

件 数 412 2 12 47 1 127 0 4 25 0

1件あたりの年間許可取水量(㎡) 2,015 457 1,140,724 1,081 332 :11 0 17,409 549 0

標高(m)項目 400^-499m 500m以 上

水利 用 の 種 類 農業用水 散水
灌概用水

発電用水 上水道
用水 工業用水 農業用水 散水

灌概用水 発電用水 上水道用水 工業用水

件 数 13 0 0 7 0 0 0 0 0 0

1算寄叢泉欝 3,000 0 OI 705 0 0 0 0 0 0

水地点が,流 域内にあまり偏ることな く分布 していることか らもうかがえる.Exe川 流

域の地形的な条件からみて,流 域内のほとんどの部分が,良 い畑地や牧草地となり得る.

したがって,か なりの高度にまで人間が居住 し,水 利用がおこなわれていることを,以 上

の事実からも確認できる.し かし,許 可取水量をみると,標 高が高 くなって も農業用水に

大きな変化はみられないものの,全 般的には,標 高が低 くなる程一件あたりの許可取水量

は多くなる傾向にある.と りわけ ,上 水道や工業用水の場合には,99m以 下のランクに多

量の許可取水量を もつ地点が集中 している.ま た上水道は,人 間の居住を反映 してかなり

の標高のところにも認め られるが ,許 可取水量が高くなるにっれて少な くなる傾向は否め

ない.

(3)時 間的特徴

前述のように,水 資源法によって,1965年4月1日 か ら水利用にっいての許可がおこな

われるようになった.と ころが,Exe川 流域において1965年 に許可されたのは ,農 業用

水一件 と上水道用水が三件だけであった.大 部分は,1966年 と1967年 に集中 して許可がな

され,そ の数は全体の70.6°oにも及ぶ.し か し,こ の構成比は ,実 質的にはさらに高いと

考えておかなければならない.例 えば,1966年 に許可されたものが,1970年 に廃止され ,
その後す ぐに再許可された場合には,1966年 にはカウントされず ,1970年 の値として計算

嫁 舗聯17讐 辮 肝瓢 二聯 瓢 贈 蕩 蟹'ので・
図10は,水 利用の種類別に,許 可件数 ・許可取水量の経年変化を示す図である.許 可件

数は,年 々減少の傾向にあるが,1984年 には若干の増加をみた.こ れに対 し,一 件あたり
の許可取水量は増加の傾向にある.こ の理由は ,前 述のように再許可を受ける際には,ほ

とんどの場合,以 前より許可取水量を増加させているためである.

また許可は,地 域的にまとまって同一日におこなわれている,と いう特徴 もみ られ ,申

請 ・許可に伴 う行政的な事情なども推察される.取 水が許可される期間は ,ほ とんどの場
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図10水 利用の種類別,許 可件数 ・許可取水量の経年変化

合,通 年 で あ る.と こ ろが,特 に散 水 灌 概 用 水 にみ られ るが,例 え ば4月1日 か ら9月30

日 まで と い う よ うに,期 間 を 限 定 した もの も あ る。 ま た特 例 的 に,あ る時 期 に 限 って,取

水 量 を 極 端 に増 加 させ る ことが で き る付 帯 条 件 を もっ こと もあ り,そ の 内容 は な か なか 複

雑 で あ る 。

V.お わ りに

rAbstractionLicenceReport」 を,時 空間的に分析 した結果,以 下のようなことが

わかった。

Exe川 流域の水利用の種類は,許 可件数か らみると農業用水が多い ものの,許 可取水

量では工業用水が最 も多くなる。水源の別で分けると,許 可件数では地下水が多 く,許 可

取水量では表流水が多 くなり,全 体の98%を も占める。サブ流域ごとに許可件数を求める

と,Exe川 上流域に多 くなるが,Culm川 流域が最も密な取水地点の分布を示す。また,

地形別に許可件数をみると,山 地 ・丘陵地の斜面に多数分布する。しかし許可取水量では,

河谷 ・河岸の低地が最 も多 くなる。標高別では,各 高度のランクで際立ったちがいがみ ら

れないこともわかった。許可がおこなわれた年は,大 部分が1966年 ・1967年であって,経

年的には許可件数は減少 しているものの,新 しく許可された取水量は,一 件あたりでみる

と増加の傾向にある。

前述のように,本 稿はあ くまで,い わは水利用の許可台帳的な資料を もとにした統計的

な分析が目的であって,現 実の水利用形態を動態的に再現 しているわけではない。この結

果と現実とのちがいを検討すること,っ まり,許 可を必要としない水利用がどの程度存在

するのか,許 可取水量と取水の実績との関係はどうなのかなどを求めることは,今 後に残
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され た課 題 で あ る.さ らに,日 本 との 比 較 だ けで な く,英 国 の他 の 流域,と りわ け 人 為 的

な影 響 が強 く,多 くの 水 利 用 の 種 類 が あ るTrent川 流 域 や,Thames川 流 域 との 比 較

も,こ れ か らの 興 味 あ る テ ー マ と な り得 るで あ ろ う.
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Summary

Iwasabletotake"AbsrtactionLicenceReport"ofSouthWestWaterAu-

thority,U.K.Itisakindoftheledgeraboutwater‐use.Anditwasmade

accordingtoWaterResourcesAct1963.Imaderesearchesintotheseveral

typesofwater‐useintheExeBasinbytheuseofthisreport.TheExeBasin
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lyingtotheSouthWestEnglandisoneoftheruralbasin.

Mainresultsobtainedareasfollows;

10fthenumberoflicences,80percentarethewater‐useforagriculture.

But,ofthevolumeofwaterperonelicence,72percentarethewater‐use

forindustry.

2.Thelargenumberoflicencerelyonthegroundwaterasthesource,onthe

otherhandalargeamountofwaterrelyonthesurfacewaterasthesource.

3.Therearemanyintakepointsofgroundwaterintheslopeofthemountain

andthehill,But,thelandformthatcangetalargeamountofgroundwater

isthelowlandneartheriver.

4.Themostpartoflicenceswerepermittedin1966and1967.Thenumberof

licenceshavebeendecreasingyearbyyear.Nevertheless,thevolumeofwater

peronelicencehasbeenincreasingyearbyyear.


